
 

 

代行返上のイメージ図 

 

 

①  加算年金 

脱退一時金 

遺族一時金 

老齢給付金 

脱退一時金 

遺族給付金 

④基本年金（代行部分） 
（老齢厚生年金の報酬比例部分） 

③ 基金独自給付部分 

②基本プラスアルファ部分 

老齢厚生年金の報酬比例部分 
（代行返上部分） 

老齢基礎年金 

代行返上前（厚生年金基金） 代行返上後（DB） 

基

本
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分 

 

 

基金から支給 

賃金再評価・物価スライド分 

老齢基礎年金 

賃金再評価・物価スライド分  

国から支給 

代行に付随した部分で廃止 

① 加算部分の加算年金、脱退一時金、遺族一時金は老齢給付金、 

脱退一時金、遺族給付金としてＤＢへ引き継がれます。 

② 基本プラスアルファ部分も、新たな給付に上積しています。 

③ 代行に付随した部分のため、代行返上と同時に廃止とします。 

④ 代行部分は、国へ返上し国から支給されます。 

※受給権者は、現行の給付が保証されています。 

④ 
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部分 

代行返上 


